
国民健康保険税の課税限度額の見直し及び軽減判定所得の見直し案

保険制度の改正について

地方税法施行令の改正に合わせ以下の改正を行う。

（１） 改正内容

１．課税限度額の引き上げ

基礎課税分 ： ６５万円 → ６６万円（1万円増）

後期高齢者支援金分： ２４万円 → ２６万円（２万円増）

介護保険分 ： １７万円 → １７万円（変更なし）

総 額 ：１０６万円 → １０９万円（３万円増）

２．軽減の対象となる所得基準の引き上げ（５割・２割軽減対象者の拡大）

(ⅰ)５割軽減

①４３万円＋２９.５万円×加入者数＋１０万円×(給与所得者等の数－１)以下の世帯

→②４３万円＋３０.５万円×加入者数＋１０万円×(給与所得者等の数－１)以下の世帯

(ⅱ)２割軽減

③４３万円＋５４.５万円×加入者数＋１０万円×(給与所得者等の数－１)以下の世帯

→④４３万円＋５６万円×加入者数＋１０万円×(給与所得者等の数－１)以下の世帯

（２） 改正の理由

１．課税限度額の引き上げ

新型コロナウイルス禍の受診控えなどでいったんは落ち込んだ医療費も既に上昇傾向に

転じており、今後も高齢化や医療の高度化等に伴う医療費や後期高齢者支援金の増嵩が見

込まれるが、国保被保険者の所得が十分伸びない状況下で、保険税率の引き上げだけで必

要な収入を確保しようとすると、高所得層の負担は変わらずに中間所得層を中心に負担を

求める構造になる。高所得層に保険税を多く負担していただくことで、中間所得層の負担

上昇に配慮した保険税率設定ができるよう、地方税法施行令が改正される予定のため、宮

崎市としてそれに準ずる形をとるもの。

２．軽減の対象となる所得基準の引き上げ（５割・２割軽減対象者の拡大）

経済動向等を踏まえ物価の上昇に対応するため、軽減対象となる所得基準を引き上げる。

（３） 改正の影響

〇限度額世帯及び軽減世帯・人数の変動

(ⅰ)課税限度額の引き上げ

〔医療保険分〕：限度額超過世帯数：７４３世帯 → ７１６世帯（２７世帯減）

（世帯数４８,２０９世帯 (１.５４％) (１.４９％)

〔後期高齢者支援金分〕：限度額超過世帯数：６３２世帯 → ５４９世帯（８３世帯減）

（世帯数４８,２０９世帯） (１.３１％) (１.１４％)

(ⅱ)軽減の対象となる所得基準の引き上げ（５割・２割軽減対象者の拡大）

※軽減額については、県３／４ ・ 市１／４で負担する。

限度額１０６万

限度額１０９万

４３万円

 ４３万円+２９.５万円×被保険者数+１０万円×（給与所得者等の数-１）

 ４３万円+３０.５万円×被保険者数+１０万円×（給与所得者等の数-１）  ４３万円+５４.５万円×被保険者数+１０万円×（給与所得者等の数-１）

 ４３万円+５６万円×被保険者数+１０万円×（給与所得者等の数-１）

応益割５０％

応能割５０％

所得額

保険税額

７割軽減 ５割軽減

２割軽減

① ② ⑤③ ④

中間所得層の
負担に配慮

高所得層に
多く負担して
いただく

医療費総額

①医療費増加分を保険税率の
　 引き上げで賄う場合

増加する医療費 増加する医療費

②医療費増加分を限度額の
　 引きげで高所得層に多く
　 負担していただく場合

医療費総額
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